
※既に工事契約をした場合や、工事を開始・完了した場合
は、この事業の対象となりませんのでご注意ください。

■関連補助
ブロック塀の除却とあわせて新たに緑化される場合は、「緑化助成事業」
が利用できる場合があります。詳細はホームページでご確認ください。

「福岡市緑のまちづくり協会　緑化助成事業」で検索。
または右記よりご確認ください。 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

福岡市　住宅都市みどり局　建築指導部

建築物安全推進課



必要に応じて現地調査

※・申請年度の4月1日から受付開始
・補助金の交付決定には、1ヶ月ほど
時間がかかります。

※申請年度の1月末までに提出

工事の着工　/　着手届の提出

※・着手届は、交付決定通知日から30日以内
かつ工事完了日前までに提出すること。

・着手届には、契約日の確認ができる契約書
の写し等の添付をお願いします。

※補助金交付決定後に
工事契約を行うこと

●代理受領制度が使えます

代理受領制度とは、除却工事等を行った事業者が申請者の委任を受け、補助金を代わりに受け取ることができ

る制度です。申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよく、当初の費用負担が軽減されます。

補助金の申請とあわせて、代理受領制度を申請することで利用できます。
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